
１級該当児童とは

　村老人クラブ連合会が、公益財団法人 全国老人クラブ連合会
から優良表彰を受け、昨年12月に行われた平成30年度第47回
全国老人クラブ大会において表彰状を授与されました。
　60歳以上の住民の老人クラブ加入率が60パーセントを超え
る高い割合であることや、福祉運動会、高齢者学級といった活
動などが評価された結果の表彰となりました。今回の表彰を受け、
会長の佐藤多可雄さん（中松一）は、「今後も会員の皆さんが力を
合わせて、村の高齢者の元気が出るよう、仲良く活動していき
ましょう」と話してくださいました。

南阿蘇村老人クラブ連合会が優良表彰
全国老人クラブ連合会優良郡市区町村老連表彰

〈問い合わせ〉健康推進課 介護保険係　℡（67）2704

障害福祉関係給付制度のご案内

〈問い合わせ〉住民福祉課 福祉係　℡（67）2702

※これらの手当は、所得制限や受給資格要件がありますので、支給されない場合があります。
※給付の額は平成31年4月以降の額です。給付の額は、毎年改定されます。
※提出された診断書により認定を行うため、障害者手帳の基準等級と必ずしも一致するとは限りませんのでご注意ください。

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

特別障害者手当

内容 基準等級 助成額（月額）制度名

（対象児童1人につき）
52,200円

介護予防の取り組みについて（転ばぬ先の杖の会）
　全国的に進んでいる高齢化。南阿蘇村でも例外ではありません。
　高齢になってもいつまでも元気ですごし、介護が必要な状態や認知症にならないために、
　南阿蘇村では、さまざまなプログラムを用意して介護予防に取り組んでいます。

（1）「転ばぬ先の杖の会」のご案内
　要支援・要介護などの認定を受けていない人に、専門家に
よる学習療法（音読・計算）や運動療法（ストレッチ・貯筋運動）、
塗り絵や間違い探しといった脳トレプリントなどを行うこと
で、介護（認知症）予防に取り組んでいます。

（2）対象者
　おおむね75歳以上の高齢者の人で、社会参加などの活性化
により、現状維持、改善および悪化予防が図れる人を対象と
しています。

（3）送迎
　南阿蘇村社会福祉協議会へ委託をしています。

（4）開催日と会場

（5）スタッフ
　認知症地域支援推進員、運動療法士、講師（学習療法）

（6）受入定員
　15人以内

（7）参加負担金
　無料です

（8）他機関との連携
　参加状況などから、村が行う総合事業や介護保健サービスなどが適当であると判断した場合、各地包括支援
センターなどへ対応を引き継ぎ、対象者が安心して過ごせるよう支援を行います。

（9）訪問活動
　民生委員等や包括支援センターからの情報による対象者の把握や、すでに転ばぬ先の杖の会に参加されてい
る人の日常を把握するため、認知症地域支援推進員が不定期に訪問活動を行います。

開 催 日

毎週月曜日

毎週月曜日

毎週水曜日

毎週木曜日

開催場所

岩坂仮設団地（大津町）

室南出口仮設団地（大津町）

白水保健センター（南阿蘇村）

温泉センターウィナス（南阿蘇村）

開催時間

午前10時30分～ 11時30分

午後1時30分～ 2時30分

午前10時～11時

午前10時～11時

吉良村長に表彰の報告をされた佐藤多可雄会長（右）

身体や精神、知的に中程度
以上の障がいのある20歳未
満のお子さまを家庭で監護
している父親もしくは母親、
または養育者に対して手当
を支給する制度です。

身体や精神、知的に重度の
障がいがあり、日常生活で
常に介護を必要とする20歳
未満の障がいのあるお子さ
まに対して手当を支給する
制度です。

•身体障害者手帳2級以上
•療育手帳A判定
•精神保健福祉手帳1級
以上に相当する状態です。

2級該当児童とは

（対象児童1人につき）
34,770円

14,790円

•身体障害者手帳3級
•療育手帳B判定
•精神保健福祉手帳2級
以上に相当する状態です。

•身体障害者手帳2級以上
•療育手帳A判定
•精神保健福祉手帳1級
以上に相当する状態です。

身体や精神、知的に著しく
重度の障がいが2つ以上あ
てはまる状態であり、日常
生活で常に特別の介護を必
要とする20歳以上の障がい
のある方に対して手当を支
給する制度です。

27,200円

•身体障害者手帳2級
•療育手帳A1
•精神保健福祉手帳1級
以上の手帳の等級相当の障が
いが複数あてはまる状態
または、以上の障がいが1つ
あり、中程度相当の障がいが
複数あてはまる状態です。
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